
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
に
資
す
る
た
め
の
自
衛
隊
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
及
び
国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
に
際
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
諸
外
国
の
軍
隊
等
に
対
す
る
協
力
支
援
活

動
等
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
（
案
） 

 

日
本
国
憲
法
の
下
、
我
が
国
の
戦
後
七
十
年
の
平
和
国
家
の
歩
み
は
不
変
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
確
固
た
る
も
の
と
す
る
た

め
、
二
度
と
戦
争
の
惨
禍
を
繰
り
返
さ
な
い
と
い
う
不
戦
の
誓
い
を
将
来
に
わ
た
っ
て
守
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

そ
の
上
で
、
我
が
国
は
国
連
憲
章
そ
の
他
の
国
際
法
規
を
遵
守
し
、
積
極
的
な
外
交
を
通
じ
て
、
平
和
を
守
る
と
と
も
に
、

国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
に
我
が
国
と
し
て
も
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

そ
の
際
、
防
衛
政
策
の
基
本
方
針
を
堅
持
し
、
他
国
に
脅
威
を
与
え
る
よ
う
な
軍
事
大
国
と
は
な
ら
な
い
こ
と
を
改
め
て

確
認
す
る
。
さ
ら
に
、
両
法
律
、
す
な
わ
ち
平
和
安
全
法
制
の
運
用
に
は
国
会
が
十
全
に
関
与
し
、
国
会
に
よ
る
民
主
的
統

制
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
必
要
が
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
認
識
の
下
、
政
府
は
、
両
法
律
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

一
、
存
立
危
機
事
態
の
認
定
に
係
る
新
三
要
件
の
該
当
性
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
第
一
要
件
に
い
う
「
我
が
国
の
存



立
が
脅
か
さ
れ
、
国
民
の
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
の
権
利
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
明
白
な
危
険
が
あ
る
」
と
は
、
「
国

民
に
我
が
国
が
武
力
攻
撃
を
受
け
た
場
合
と
同
様
な
深
刻
、
重
大
な
被
害
が
及
ぶ
こ
と
が
明
ら
か
な
状
況
」
で
あ
る
こ
と

に
鑑
み
、
攻
撃
国
の
意
思
、
能
力
、
事
態
の
発
生
場
所
、
そ
の
規
模
、
態
様
、
推
移
な
ど
の
要
素
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
、

我
が
国
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
が
発
生
す
る
明
白
な
危
険
な
ど
我
が
国
に
戦
禍
が
及
ぶ
蓋
然
性
、
国
民
が
こ
う

む
る
こ
と
と
な
る
犠
牲
の
深
刻
性
、
重
大
性
な
ど
か
ら
判
断
す
る
こ
と
に
十
分
留
意
し
つ
つ
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
。 

 
 

さ
ら
に
存
立
危
機
事
態
の
認
定
は
、
武
力
攻
撃
を
受
け
た
国
の
要
請
又
は
同
意
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
。
ま

た
、
重
要
影
響
事
態
に
お
い
て
他
国
を
支
援
す
る
場
合
に
は
、
当
該
他
国
の
要
請
を
前
提
と
す
る
こ
と
。 

二
、
存
立
危
機
事
態
に
該
当
す
る
が
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
該
当
し
な
い
例
外
的
な
場
合
に
お
け
る
防
衛
出
動
の
国
会
承
認

に
つ
い
て
は
、
例
外
な
く
事
前
承
認
を
求
め
る
こ
と
。 

現
在
の
安
全
保
障
環
境
を
踏
ま
え
れ
ば
、
存
立
危
機
事
態
に
該
当
す
る
よ
う
な
状
況
は
、
同
時
に
武
力
攻
撃
事
態
等
に

も
該
当
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
、
存
立
危
機
事
態
と
武
力
攻
撃
事
態
等
が
重
な
ら
な
い
場
合
は
、
極
め
て
例
外
で
あ
る
。 

三
、
平
和
安
全
法
制
に
基
づ
く
自
衛
隊
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
国
会
に
よ
る
民
主
的
統
制
を
確
保
す
る
も
の
と
し
、
重
要
影

響
事
態
に
お
い
て
は
国
民
の
生
死
に
関
わ
る
極
め
て
限
定
的
な
場
合
を
除
い
て
国
会
の
事
前
承
認
を
求
め
る
こ
と
。 



 
 

ま
た
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
派
遣
に
お
い
て
、
駆
け
付
け
警
護
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
国
会
に
報
告
す
る
こ
と
。 

四
、
平
和
安
全
法
制
に
基
づ
く
自
衛
隊
の
活
動
に
つ
い
て
、
国
会
が
そ
の
承
認
を
す
る
に
当
た
っ
て
国
会
が
そ
の
期
間
を
限

定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
期
間
を
超
え
て
引
き
続
き
活
動
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
改
め
て
国
会
の
承
認
を
求
め

る
こ
と
。 

 
 

ま
た
、
政
府
が
国
会
承
認
を
求
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
情
報
開
示
と
丁
寧
な
説
明
を
す
る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
自
衛
隊

の
活
動
の
終
了
後
に
お
い
て
、
法
律
に
定
め
ら
れ
た
国
会
報
告
を
行
う
に
際
し
、
当
該
活
動
に
対
す
る
国
内
外
、
現
地
の

評
価
も
含
め
て
、
丁
寧
に
説
明
す
る
こ
と
。 

 
 

ま
た
、
当
該
自
衛
隊
の
活
動
に
つ
い
て
百
八
十
日
ご
と
に
国
会
に
報
告
を
行
う
こ
と
。 

五
、
国
会
が
自
衛
隊
の
活
動
の
終
了
を
決
議
し
た
と
き
に
は
、
法
律
に
規
定
が
あ
る
場
合
と
同
様
、
政
府
は
こ
れ
を
尊
重
し
、

速
や
か
に
そ
の
終
了
措
置
を
と
る
こ
と
。 

六
、
国
際
平
和
支
援
法
及
び
重
要
影
響
事
態
法
の
「
実
施
区
域
」
に
つ
い
て
は
、
現
地
の
状
況
を
適
切
に
考
慮
し
、
自
衛
隊

が
安
全
か
つ
円
滑
に
活
動
で
き
る
よ
う
、
自
衛
隊
の
部
隊
等
が
現
実
に
活
動
を
行
う
期
間
に
つ
い
て
戦
闘
行
為
が
発
生
し

な
い
と
見
込
ま
れ
る
場
所
を
指
定
す
る
こ
と
。 



七
、
「
弾
薬
の
提
供
」
は
、
緊
急
の
必
要
性
が
極
め
て
高
い
状
況
下
に
の
み
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
拳
銃
、
小
銃
、
機

関
銃
な
ど
の
他
国
部
隊
の
要
員
等
の
生
命
・
身
体
を
保
護
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
弾
薬
の
提
供
に
限
る
こ
と
。 

八
、
我
が
国
が
非
核
三
原
則
を
堅
持
し
、
Ｎ
Ｐ
Ｔ
条
約
、
生
物
兵
器
禁
止
条
約
、
化
学
兵
器
禁
止
条
約
等
を
批
准
し
て
い
る

こ
と
に
鑑
み
、
核
兵
器
、
生
物
兵
器
、
化
学
兵
器
と
い
っ
た
大
量
破
壊
兵
器
や
、
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
、
劣
化
ウ
ラ
ン
弾
の
輸

送
は
行
わ
な
い
こ
と
。 

九
、
な
お
、
平
和
安
全
法
制
に
基
づ
く
自
衛
隊
の
活
動
の
継
続
中
及
び
活
動
終
了
後
に
お
い
て
、
常
時
監
視
及
び
事
後
検
証

の
た
め
、
適
時
適
切
に
所
管
の
委
員
会
等
で
審
査
を
行
う
こ
と
。 

 
 

さ
ら
に
、
平
和
安
全
法
制
に
基
づ
く
自
衛
隊
の
活
動
に
対
す
る
常
時
監
視
及
び
事
後
検
証
の
た
め
の
国
会
の
組
織
の
在

り
方
、
重
要
影
響
事
態
及
び
Ｐ
Ｋ
Ｏ
派
遣
の
国
会
関
与
の
強
化
に
つ
い
て
は
、
両
法
成
立
後
、
各
党
間
で
検
討
を
行
い
、

結
論
を
得
る
こ
と
。 

 
 

右
決
議
す
る
。 


